
 



地下式 FV問題の経緯と問題点 

 

 2013 年、東電の FV設置と規制委への許可申請に対し、泉田元知事が事前了解がなか

ったことを問題視。東電から対策の多重化の一環として地下式 FVの設置が示された。 

 これらの対策を踏まえた東電の原子力規制委員会への規制基準適合申請にあたって、泉

田氏は「新潟県との安全協定に基づく協議後に修正申請を行うこと」「今回申請のフィ

ルタベント設備は地元避難計画との整合性を持たせ安全協定に基づく了解が得られない

限り使用できない設備であること」を申請書に書き込むことを東電に約束させた。 

 その後、申請書に書き込むことの合理性が指摘・検討され、2017 年、米山前知事と東

電との間で修正・再確認され、「事前了解が得られない限り供用できない施設」である

ことが再確認・明記された。 

 これと並行し、新規制基準の策定時には当初明確ではなかったが、地下式 FVは「特重

施設」関連施設として位置づけられた。 

 特重施設は本体工事認可から５年の猶予期間があり、７号機の特重施設は本体工事認可

後 5年間の猶予期限（2025 年 10 月）に間に合わず先送りされた。 

 「特重施設」としての FVは猶予期間で先送りだとしても、「泉田元知事（＋米山前知

事）との約束」としての FVは再稼働の前提条件になる、と考えるべき。 

 現在、地上式 FVはできたが地下式は未完成。上記約束に基づく「事前了解」もまだ出

されていない。だが、12 月議会で「事前了解したい」旨、知事は答弁した。 

 しかし、そもそも本年 4月には完成見込みとされていた 7号基の地下式 FVを含む特重

施設 FVの完成を大幅先送り（特に地下式 FVは自ら約束した施設）し、6号機の FV

も目途が立っていない状態で、姿も見えない FVと「住民の安全」「避難計画との整合

性」を担保できるわけがない（核防護施設なので技術委の検討も制限がある）。 

 6 号機の特重施設についての「事前了解」「判断」は、FVが完成する（はずの）2029

年 9 月時点であらためてなされるべき。なお、その「2029 年 9 月」は、来年 5月の知

事選で選ばれる知事下に県政がある。 



 

 

 

 

 


